
件    名 愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例 

主  管  課 義務教育課（高校教育課） 

根拠法令等  公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和33年法律第116号） 
 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（昭和36年法律第188号）  

【改正の概要】 

  県立学校の職員及び市町立学校の職員の定数の改正 

 １ 県立学校の職員     ４，１２３人→ ４，０３１人（△ ９２人） 
 
  (1) 県立中等教育学校の職員  ２００人→   ２０１人（   １人） 
    
  (2) 県立高等学校の職員  ３，０３３人→ ２，９６４人（△ ６９人） 
 
  (3) 県立特別支援学校の職員  ８９０人→   ８６６人（△ ２４人） 
 
 

２ 市町立学校の職員    ９，０６７人→ ８，９４１人（△１２６人） 
 
  (1) 小学校の職員     ５，８１７人→ ５，７２３人（△ ９４人） 
 
  (2) 中学校の職員     ３，２５０人→ ３，２１８人（△ ３２人） 
 
 
   計          １３,１９０人→ １２,９７２人（△２１８人） 
 
施 行 日 平成21年４月１日 

【その他参考事項】 

○ 定数の改定の主な要因 
① 小・中学校 

   小・中学校の統合・休校（△１２校）や学級減（△８１学級）に伴う減員 
② 中等教育学校 

   大学院派遣による研修等定員による増員 
③ 高等学校 

   高等学校の学級減（△１９学級）に伴う減員 
④ 特別支援学校  

   特別支援学校の統合（△１校）や学級減（△４学級）に伴う減員 
○ 過去５年の定員一覧 
                     【数字は「人」（ ）は前年度との増減】 

 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 
小学校 5,878(△3) 5,868(△10) 5,885(17) 5,847(△38) 5,817(△30) 
中学校 3,410(△79) 3,367(△43) 3,320(△47) 3,314(△6) 3,250(△64) 
市町立学校 計 9,288(△82) 9,235(△53) 9,205(△30) 9,161(△44) 9,067(△94) 
中等教育学校 54(18) 69(15) 120(51) 159(39) 200(41) 
高等学校 3,464(△90) 3,352(△112) 3,219(△133) 3,129(△90) 3,033(△96) 
特別支援学校 872(△2) 891(19) 894(3) 884(△10) 890(6) 
県立学校 計 4,390(△74) 4,312(△78) 4,233(△79) 4,172(△61) 4,123(△49) 
総    計 13,678 

(△156) 
13,547 

(△131) 
13,438 

(△109) 
13,333 

(△105) 
13,190 

(△143)  

 


